
 

 

五反田駅周辺放置禁止区域の変更について 

 

１．変更理由 

五反田駅周辺では、放置禁止区域外の歩道上に放置自転車等が常態化しており、歩行者

通行の妨げや景観悪化の要因となっている。特に、西五反田一丁目の都道および国道上の

放置が顕著であり、道路管理者にて当該場所の放置自転車対策（警告札の貼付やカラーコ

ーンの設置）を講じてきたが、効果的な改善がみられない。あわせて、近隣に大規模複合

施設が開業されたことで、より多くの歩行者の往来が見込まれ、安全な通行環境の確保が

求められることから、周辺の道路を区域に追加し、放置禁止区域を変更する。 

 

２．現況写真 

 
 

 

 

 

 

 

  

３．放置自転車の状況 

 

４．放置禁止区域の変更日 令和６年９月１日 

 

５．放置禁止区域の範囲  裏面参照 

 

６．周知方法       広報しながわ７月２１日号およびＨＰ等掲載 

放置禁止区域内での掲示板等の設置 

             拡大対象区域の放置車両に対し警告札とあわせて変更案内貼付 

 

調査日（晴天の 15 時頃） 3 月 7日(木) 3 月 15 日(金) 3 月 19 日(火) 3 月 29 日(金) 

既存禁止区域内放置台数 

（西五反田一丁目・二丁目） 
122 121 134 117 

追加予定区域放置台数 

（西五反田一丁目） 
57 50 53 36 

合計放置台数 179 171 187 153 

建 設 委 員 会 資 料 

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ３ 日 

防災まちづくり部地域交通政策課  

国道 1号（歩道上） 都道 317 号（歩道上） 



【区域図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：放置禁止区域拡大範囲（案） ：既存放置禁止区域 ：区営自転車等駐車場 

 
大規模 
複合施設 


